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第
五
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ま
で
を
第
三

節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
第
一
節
・
第
二
節
と
し
た
抜
書
き
に
連
続
す

る
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
書
経
大

全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、
朱
子
の
「
舜
典
象
刑
説
」
(『
晦
庵
集
』
巻

六
十
七
所
収
）
全
文
の
丸
写
し
で
あ
る
。

【和
訳
】

聖
人
の
心
が
ま
だ
外
物
を
感
じ
な
い
う
ち
は
、
心
の
本
体
は
広
大
で
虚

明
で
あ
り
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
か
た
よ
り
も
全
く
無
い
。
い
わ
ゆ
る
「
天

下
の
大
本
」
(『
礼
記
』
中
庸
に
「
喜
怒
哀
楽
之
未
発
、
謂
之
中
。
(中
略
）

中
也
者
、
天
下
之
大
本
也
。」
と
あ
る
。）
と
い
う
存
在
で
あ
る
。
聖
人
の

心
が
外
物
を
感
じ
る
に
至
る
と
、
喜
怒
哀
楽
の
作
用
が
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
に

応
じ
て
生
ま
れ
る
。
節
度
に
合
わ
な
い
作
用
は
一
つ
も
無
い
。
い
わ
ゆ
る
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「
天
下
の
達
道
」
(『
礼
記
』
中
庸
に
「
喜
怒
哀
楽
之
(中
略
）
発
而
皆
中

節
、
謂
之
和
。
(中
略
）
和
也
者
、
天
下
之
達
道
也
。」
と
あ
る
。）
と
い

う
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
の
本
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
鏡
に
ま
だ
何

も
映
っ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
虚
明
な
だ
け
で
あ
る
。
衡は

か
り

に
ま
だ

何
も
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
水
平
な
だ
け
で
あ
る
。
心
の
作
用

に
つ
い
て
言
え
ば
、
聖
人
の
心
は
こ
の
上
な
く
虚
明
で
あ
る
か
ら
、
美
し

い
も
の
も
醜
い
も
の
も
そ
の
実
像
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
聖
人

の
心
は
こ
の
上
な
く
水
平
で
あ
る
か
ら
、
軽
い
も
の
も
重
い
も
の
も
そ
の

実
状
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
聖
人
の
心
が
か
た
よ

り
な
く
、
節
度
に
合
っ
て
い
て
、
天
地
の
位
置
が
定
ま
り
、
万
物
が
生
育

す
る
理
由
で
あ
る
(原
文
。
此
所
以
致
其
中
和
、
而
天
地
位
、
万
物
育
。

『
礼
記
』
中
庸
に
「
致
中
和
、
天
地
位
焉
、
万
物
育
焉
。」
と
あ
る
。）。

い
く
ら
天
下
が
大
き
い
と
言
っ
て
も
、
吾
が
心
(聖
人
の
心
）
の
造
化

(す
べ
て
が
お
さ
ま
る
べ
き
所
に
お
さ
ま
る
こ
と
）
の
働
き
の
中
に
あ
っ

て
、
そ
の
外
に
は
出
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
論
じ
る
な
ら
ば
、

聖
人
が
天
下
の
人
々
に
対
し
て
、
賞
を
与
え
た
り
刑
で
脅
し
た
り
す
る
た

め
の
手
段
に
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
存
在
理
由
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か

ら
、『
尚
書
』
舜
典
が
「
敷
奏
す
る
に
言
を
以
て
し
、
明
試
す
る
に
功
を

以
て
し
、
車
服
は
庸
を
以
て
す
。
(意
見
を
述
べ
る
言
葉
を
進
上
さ
せ
、

そ
の
意
見
を
実
行
す
れ
ば
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
試
し
、
効
果
が
あ
れ

ば
賞
と
し
て
車
服
を
与
え
る
。）」
と
論
じ
て
い
る
文
や
、
か
の
「
刑
を
制

し
辟
を
明
ら
か
に
す
。」
(『
礼
記
』
王
制
に
「
司
寇
、
正
刑
明
辟
、
以
聴

獄
訟
。」
と
あ
る
。）
と
い
う
文
の
意
味
を
皆
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

と
は
言
う
も
の
の
、
喜
ん
で
賞
を
与
え
る
行
い
は
陽
で
あ
る
。
聖
人
が

望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
怒
っ
て
刑
を
科
す
る
行
い
は
陰
で
あ
る
。
聖
人
が

嫌
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
聖
人
の
心
が
こ
の
上
な
く
虚
明
で
、

こ
の
上
な
く
水
平
で
あ
り
、
か
た
よ
り
が
無
い
と
言
っ
て
も
、
こ
の
賞
刑

二
者
そ
れ
ぞ
れ
を
行
う
態
度
に
は
、
少
し
の
違
い
も
無
い
と
い
う
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
ゆ
え
に
、『
尚
書
』
大
禹
謨
に
「
罪
の
疑
わ
し
き
は
惟こ

れ

軽
く
し
、
功
の
疑
わ
し
き
は
惟
れ
重
く
す
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
聖
人
の
真
意
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
聖
人
が
賞
刑
を
実
行
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
賞
を
与
え
る
こ
と
を
好
む
と
は
言
っ
て
も
、
戦
功
の
無
い
将

兵
に
賞
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
を
科
す
る
こ
と
を
嫌
う
と
は

言
っ
て
も
、
罪
が
有
る
人
を
敢
え
て
見
逃
が
す
こ
と
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、

功
罪
が
有
る
と
か
無
い
と
か
の
事
実
が
、
も
し
明
白
で
疑
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
賞
刑
を
軽
く
し
た
り
重
く
し
た
り
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
そ
れ
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
聖
人
の
心
が
い
ま
だ
か
つ
て
虚
明
で
な

関
法

第
六
七
巻
四
号

二

(九
三
九
)



か
っ
た
り
水
平
で
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
が
な
く
、
天
下
の
大
本
が
立
ち
、

天
下
の
達
道
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
聖
人
の

心
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
聖
人
が
賞
を
行
う
に
当

た
っ
て
は
、
必
ず
対
象
者
の
言
葉
を
吟
味
し
、
そ
の
功
績
を
審
査
し
て
、

し
か
る
後
に
車
服
の
賞
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
聖
人
が
刑
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
ず
「
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以

て
す
。」
と
言
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
刑
の
有
り
様
を
画
い
て
、
人

民
に
墨
・
劓
・
剕
・
宮
・
大
辟
の
五
等
の
刑
を
示
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
刑
は
法
定
の
肉
刑
で
あ
る
。
聖
人
が
「
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
罪
人
を
遠
方
に
追
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
肉
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
け
れ
ど
も
情
状
が
軽
い
人
に
、
肉

刑
を
科
す
る
の
を
免
除
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
人
が
「
鞭
も
て

官
刑
を
作な

し
、
扑
も
て
教
刑
を
作
す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
官
府
及

び
学
校
で
行
う
刑
で
あ
っ
て
、
罪
が
小
さ
く
、
五
刑
に
当
た
ら
な
い
と
き

に
用
い
る
刑
で
あ
る
。
聖
人
が
「
金
も
て
贖
刑
を
作
す
。」
と
言
っ
て
い

る
の
は
、
罪
人
を
し
て
黄
金
を
納
め
さ
せ
て
、
そ
の
罪
を
免
れ
さ
せ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
鞭
扑
の
刑
を
犯
し
た
け
れ
ど
も
、
情
状
が
さ

ら
に
軽
い
と
き
に
、
刑
を
贖
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
五
刑
・
流
・
鞭
・

扑
・
贖
刑
の
五
者
は
、
法
定
の
刑
で
あ
る
。

聖
人
が
「
眚
災
な
れ
ば
肆
赦
す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
運
悪
く
罪

に
触
れ
た
者
は
、
罪
を
赦
し
て
釈
放
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
聖
人

が
「
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
何
か
を
恃
み
に
し

て
行
い
を
改
め
な
い
者
は
、
死
刑
か
肉
刑
か
を
科
す
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
法
律
解
釈
の
基
準
(原
文
。
法
外
之
意
。）

で
あ
っ
て
、
現
在
の
名
例
律
(刑
法
総
則
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
聖

人
が
「
欽つ

つ
しま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟た

だ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
か
な
。」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
言
葉
は
、
刑
を
慎
重
に
用
い
る
聖
人
の
心
を

表
し
て
い
る
。
聖
人
は
、「
そ
も
そ
も
死
刑
に
な
っ
た
者
は
生
き
返
る
こ

と
が
で
き
ず
、
肉
刑
を
受
け
た
者
は
体
を
元
通
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
(『
漢
書
』
刑
法
志
）
こ
と
を
あ
わ
れ
ん
で
、
犯
罪
事
実
を
審
ら
か
に

調
べ
な
か
っ
た
り
、
罪
に
正
し
く
当
た
る
よ
う
に
刑
を
用
い
な
か
っ
た
り

す
る
の
を
ひ
た
す
ら
心
配
し
た
。
ま
た
、
犯
罪
事
実
が
確
定
し
た
と
き
で

も
、
そ
れ
で
も
な
お
必
ず
、
罪
人
が
道
徳
を
教
え
ら
れ
ず
知
ら
な
か
っ
た

せ
い
で
、
罪
を
犯
し
て
刑
を
受
け
る
結
果
に
な
っ
た
こ
と
を
あ
わ
れ
ん
だ

の
で
あ
る
。

あ
あ
、
聖
人
の
こ
の
数
語
を
よ
く
読
め
ば
、
聖
人
が
刑
を
定
め
た
時
の

意
思
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
軽
い
刑
を
科
し
た
り
重
い

刑
を
科
し
た
り
、
刑
を
科
し
た
り
科
さ
な
か
っ
た
り
す
る
時
の
聖
人
の
心
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も
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
罪
が
重
い
者
は
、
死
刑
に
な
っ
た
り
肉
刑
を

科
さ
れ
た
り
し
て
少
し
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
彼
が

こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
原
因
に
遡
る
と
、
彼
が
被
害
者
に
加
え
た
仕

打
ち
も
ま
た
必
ず
当
時
こ
の
よ
う
に
残
酷
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

聖
人
は
、
残
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
た
人
が
恨
み
を
抱
き
、
苦
痛
を
感
じ
て

い
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
に
、
罪
人
に
死
刑
や
肉
刑
を
科
し
て
、
被

害
者
の
た
め
に
報
復
す
る
の
で
あ
る
。
大
変
残
酷
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る

け
れ
ど
も
、
受
刑
者
が
過
去
に
犯
し
た
罪
の
内
容
を
見
て
言
え
ば
、
ま
さ

し
く
ふ
さ
わ
し
い
結
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
が
、
人
の

不
幸
に
平
気
で
は
い
ら
れ
な
い
心
を
持
ち
、
刑
を
大
変
慎
重
に
用
い
る
と

は
言
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
赦
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
罪
人
の
う
ち
、
情
状
の
軽
い
者
に
対
し
て
は
、
聖
人
は
こ
こ
で

よ
う
や
く
、
人
の
不
幸
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
、
刑
を
慎
重
に
用
い
る
気
持

ち
に
従
っ
て
刑
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
五
刑
を
科
す
る
の
を
免
除

す
る
こ
と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
必
ず
そ
の
罪
人
を
遠
方
に
追

放
し
て
、
辺
境
に
住
む
魔
物
の
来
襲
を
防
が
せ
る
の
で
あ
る
(原
文
。
投

之
遠
方
、
以
禦
魑
魅
。『
春
秋
左
氏
伝
』
文
公
十
八
年
条
に
「
投
諸
四
裔
、

以
禦
螭
魅
。」
と
あ
る
。）。
つ
ま
り
、
こ
の
類
の
者
が
犯
し
た
罪
は
、
人

を
殺
傷
す
る
罪
で
な
け
れ
ば
、
姦
通
罪
で
あ
っ
た
り
盗
罪
で
あ
っ
た
り
し

て
、
情
状
が
軽
い
と
言
っ
て
も
、
罪
そ
の
も
の
は
ま
こ
と
に
重
い
。
も
し
、

五
刑
を
科
す
る
の
を
免
除
し
た
上
で
、
さ
ら
に
ま
た
郷
里
に
帰
っ
て
、
再

び
平
民
と
し
て
暮
ら
す
こ
と
を
許
す
な
ら
ば
、
か
の
被
害
者
の
未
亡
人
や

遺
児
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
顔
を
し
て
、
加
害
者
に
会
え
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
幸
い
に
五
刑
を
免
除
さ
れ
た
人
は
、
髪
も
皮
膚

も
肢
体
も
全
く
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
は
彼
の
こ
れ
ま
で
の

悪
行
を
や
り
通
す
こ
と
が
で
き
て
、
後
悔
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

聖
人
が
必
ず
「
流
し
て
以
て
之
れ
を
宥ゆ

る

す
。」
と
言
い
、
そ
し
て
ま
た

「
舜
典
」
に
「
五
流
、
宅
有
り
。
五
宅
は
三
居
す
。」
(第
六
節
参
照
。）

と
い
う
文
が
有
る
理
由
で
あ
る
。
か
の
鞭
扑
の
刑
に
つ
い
て
言
え
ば
、
最

も
軽
い
刑
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
情
状
が
軽
い
者
は
や
は
り
必
ず
、
黄
金

を
納
め
て
刑
を
贖
う
こ
と
を
許
す
の
で
あ
っ
て
、
た
や
す
く
実
刑
を
科
す

る
に
忍
び
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
仁
(思
い
や
り
）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
流
刑
は
、
そ
れ
を
用
い
て
専
ら
肉
刑
を
免
除
す
る
の
で
あ
っ

て
、
鞭
扑
の
刑
に
は
関
わ
ら
な
い
。
贖
刑
は
、
そ
れ
を
用
い
て
専
ら
鞭
扑

の
刑
を
贖
う
の
で
あ
っ
て
、
肉
刑
に
は
関
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
流

刑
と
贖
刑
と
の
軽
重
の
違
い
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
過
誤
が
原
因
で
罪

を
犯
し
た
者
は
必
ず
赦
し
、
故
意
に
罪
を
犯
し
た
者
に
は
必
ず
刑
を
科
す

る
、
と
い
う
法
(「
舜
典
」
の
「
眚
災
肆
赦
、
怙
終
賊
刑
。」
の
文
を
指
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す
。）
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
法
は
、
五
刑
・
流
刑
・
鞭
刑
・
扑
刑
・

贖
刑
の
五
者
を
科
す
る
か
科
さ
な
い
か
を
判
断
す
る
基
準
で
あ
る
。「
欽つ

つ
し

ま
ん
か
な
、
欽
ま
ん
か
な
、
惟た

だ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
か
な
。」
と
い
う
精

神
は
、「
舜
典
」
の
「
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
す
。」
か
ら
「
怙
終
す
れ
ば
賊

刑
す
。」
ま
で
の
七
つ
の
言
葉
を
常
に
貫
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
聖
人
が

刑
を
定
め
て
明
ら
か
に
し
た
時
の
意
思
で
あ
る
。
ゆ
え
に
聖
人
は
、
人
を

死
刑
に
処
す
る
に
至
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
度
も
事
実
の
裏
表
を

確
認
し
て
、
こ
の
上
な
く
精
密
な
妙
技
で
刑
を
用
い
る
の
で
あ
り
、
一
つ

一
つ
の
判
断
は
皆
、
広
大
で
虚
明
な
心
の
中
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
っ

て
、
小
手
先
の
知
恵
に
よ
っ
て
思
い
つ
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
る
人
が
論
じ
て
言
う
に
は
(鄭
伯
熊
『
鄭
敷
文
書
説
』

「
象
以
典
刑
流
宥
五
刑
」
の
項
）、
上
古
に
は
、
刑
罰
と
し
て
は
た
だ
肉

刑
だ
け
が
存
在
し
た
。
舜
が
流
刑
を
作
り
、
贖
刑
を
作
り
、
鞭
刑
を
作
り
、

扑
刑
を
作
っ
た
の
は
、
民
が
斬
戮
の
刑
を
受
け
る
の
を
見
る
に
忍
び
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
舜
が
は
じ
め
て
軽
い
刑
を
作
っ
た
の
で
あ
る
、

と
い
う
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
堯
及
び
そ
れ
よ
り
前
の
聖
王
た
ち

は
、
鞭
扑
の
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
も
、
必
ず
墨
刑
や
劓

刑
を
科
し
て
い
て
、
一
方
、
舜
の
心
は
そ
れ
と
は
逆
に
、
人
を
殺
傷
し
、

姦
淫
し
、
強
盗
す
る
凶
賊
が
肉
刑
を
受
け
る
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
ず
、

か
え
っ
て
、
殺
さ
れ
、
傷
つ
け
ら
れ
、
侵
犯
さ
れ
た
良
民
の
無
念
が
晴
ら

さ
れ
な
い
こ
と
に
平
気
で
い
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
聖
人
の
心

が
そ
の
よ
う
に
残
忍
で
偏
っ
て
い
て
、
正
し
さ
を
失
っ
て
い
る
、
と
い
う

は
ず
が
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
あ
る
人
は
、
周
の
穆
王
が
五
刑
を
す
べ
て
贖
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
の
は
(第
一
節
参
照
。）、
舜
の
旧
法
に
も
ど
る
こ
と
が
で
き

た
制
度
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
意
見
は
、
舜
の
贖
刑
が
も
と

も
と
五
刑
を
贖
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
穆
王
の
贖
法
も
、
必
ず
罪
が
疑
わ
し
い
と
き
に
だ
け
刑
を
贖
う
制

度
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
前
漢
の
宣
帝
(在
位
前

七
四
～
前
四
九
）
の
時
代
で
さ
え
、
京
兆
尹
の
張
敞
が
、
西
方
の
羌
族
を

討
伐
す
る
戦
争
で
、
兵
隊
の
食
糧
が
続
か
な
い
の
で
、
穀
物
を
納
め
て
罪

を
贖
う
法
を
作
る
こ
と
を
建
議
し
た
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
か
ら
殺
人
罪

及
び
盗
罪
を
贖
う
こ
と
は
含
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
蕭

望
之
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
贖
法
に
対
し
て
さ
え
、「
こ
の
よ
う
な
贖
法
が

実
施
さ
れ
れ
ば
、
富
む
者
は
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
貧
し
い
人
だ
け
が
死

ぬ
こ
と
に
な
る
。
民
が
義
を
捨
て
て
利
を
求
め
る
傾
向
を
助
長
し
て
、
民

の
道
徳
心
を
傷
う
に
違
い
な
い
。」
(『
漢
書
』
巻
七
十
八
、
蕭
望
之
伝
）

と
述
べ
て
、
そ
の
実
施
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
夏
・
殷
・
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訥
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読
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周
三
代
と
い
う
隆
盛
時
代
に
、
五
刑
を
す
べ
て
贖
う
こ
と
が
よ
い
こ
と
で

あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

あ
あ
、
世
が
衰
え
、
学
問
が
絶
え
、
知
識
人
(原
文
。
士
。）
も
真
の

道
徳
を
知
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
極
め
て
優
れ
た
素
質
を
持
っ
て
い
る
人

で
あ
っ
て
も
、
一
方
に
偏
っ
た
見
方
を
す
る
失
敗
を
免
れ
な
い
。
聖
人
の

公
平
で
正
大
な
心
に
つ
い
て
は
理
解
し
て
い
な
い
点
が
あ
り
な
が
ら
、
自

分
が
勝
手
に
思
い
込
ん
だ
偏
見
を
熱
心
に
飾
っ
て
、
美
談
と
は
考
え
ら
れ

な
い
記
事
を
美
談
と
誤
解
す
る
こ
と
だ
け
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

人
が
多
い
の
で
あ
る
。
一
々
反
論
す
る
の
も
面
倒
な
ほ
ど
で
あ
る
。
か
の

穆
王
の
贖
刑
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
の
推
測
で
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
、
穆

王
の
巡
遊
の
度
が
過
ぎ
て
、
国
庫
が
乏
し
く
な
り
、
人
民
が
疲
労
し
た
の

で
、
そ
の
治
世
の
末
年
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ

で
仕
方
な
く
、
贖
刑
と
い
う
一
時
的
で
そ
の
場
し
の
ぎ
の
方
法
を
採
用
し

て
、
国
庫
を
豊
か
に
し
て
、
さ
ら
に
は
、
刑
を
軽
く
す
る
と
い
う
目
的
を

こ
じ
つ
け
て
、
道
理
に
背
い
て
名
誉
を
求
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

に
違
い
な
い
。
孔
子
が
穆
王
の
贖
刑
の
記
事
を
捨
て
ず
に
『
尚
書
』
の
中

に
残
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
読
む
人
に
戒
め
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。

な
お
、「
程
子
策
試
」
に
も
、
国
庫
が
乏
し
く
な
い
よ
う
に
し
て
、
農
民

が
苦
し
ま
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
が

出
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
程
子
の
考
え
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(『
河
南

程
氏
文
集
』
巻
二
、
明
道
先
生
文
二
、
南
廟
試
策
五
道
、
第
四
道
に
「
問

う
。
今
、
天
下
、
費
、
ま
す
ま
す
広
く
、
財
、
ま
す
ま
す
匱と

ぼ

し
く
、
食
、

冗
を
加
え
、
農
、
困
を
加
う
。
(中
略
）
今
、
財
を
し
て
匱
無
か
ら
し
め
、

農
を
し
て
困
無
か
ら
し
め
、
(中
略
）
以
て
斯
民
の
残
を
拯す

く

わ
ん
と
欲
す
。

敢
え
て
問
う
、
何
の
策
を
之
れ
先
と
為
さ
ん
か
。」
と
あ
り
、
こ
の
問
題

に
対
す
る
答
え
の
一
つ
と
し
て
、「
無
用
の
供
」
の
源
を
絶
ち
、
そ
の
数

を
減
ら
す
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
二
程
集
』
(中
華
書
局
）
上
、
四

六
九
頁
か
ら
七
〇
頁
。）

ま
た
、
あ
る
人
は
、
四
凶
(共
工
・
驩

・
三
苗
・
鯀
。『
書
経
』
舜

典
。
第
一
節
を
参
照
。）
の
罪
は
少
正
卯
(『
史
記
』
巻
四
十
七
、
孔
子
世

家
に
「
定
公
十
四
年
、
孔
子
、
年
五
十
六
、
大
司
寇
よ
り
相
事
を
行
摂
す
。

(中
略
）
是
に
於
い
て
魯
の
大
夫
の
、
政
を
乱
す
者
な
る
少
正
卯
を
誅

す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。）
よ
り
も
軽
く
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
舜
は
四

凶
を
誅
殺
し
な
い
で
流
刑
に
処
し
た
。
こ
れ
は
舜
の
時
代
に
刑
が
軽
か
っ

た
証
拠
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う

人
は
、
共
工
と
驩

と
は
徒
党
を
組
ん
だ
の
で
あ
り
(原
文
。
朋
党
。

『
書
経
』
堯
典
の
孔
穎
達
の
疏
に
「
驩

は
則
ち
志
、
公
に
在
ら
ず
、

私ひ
そ
か

に
相
い
朋
党
し
、
共
工
は
行
い
は
其
の
言
に
背
き
、
心
は
貌
に
反そ

む

く
。
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其
の
罪
並
び
に
深
し
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。）、
鯀
は
九
年
経
っ
て
も

治
水
の
功
が
成
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
(『
書
経
』
堯
典
）、
彼
ら
の
罪

は
も
と
も
と
死
刑
に
は
至
ら
な
い
こ
と
が
全
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
三
苗
は
諸
侯
の
国
々
の
境
界
を
定
め
た
王
命
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で

(『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年
三
月
条
）、
誅
殺
し
て
か
ま
わ
な
い
よ
う
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
三
苗
の
よ
う
な
蛮
夷
の
国
の
人
(「
三
苗
」
は
国
の

名
。）
に
対
し
て
は
、
聖
人
は
は
じ
め
か
ら
、
乱
暴
で
落
ち
着
き
が
な
く

気
ま
ぐ
れ
な
存
在
と
し
て
扱
っ
て
い
た
の
で
、
た
と
え
命
令
に
従
わ
な
く

と
も
叛
臣
と
は
み
な
さ
ず
、
と
り
あ
え
ず
遠
方
に
追
放
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
処
分
は
ま
さ
に
よ
ろ
し
き
を
得
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
さ
ら
に
流

刑
を
科
し
て
、
三
苗
に
対
す
る
刑
を
軽
く
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

少
正
卯
の
事
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は
常
々
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
疑
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、『
論
語
』
に
載
っ
て
お
ら
ず
、『
子
思
』
(子
思
は
孔
子

の
孫
。
名
は
伋
。
字
が
子
思
。）
に
も
『
孟
子
』
に
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。

『
春
秋
左
氏
伝
』
の
誤
っ
た
り
食
い
違
っ
た
り
し
て
い
る
魯
国
内
外
の
記

事
の
中
に
さ
え
も
、
や
は
り
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
荀
況
だ
け
が
少
正
卯
の
事
を
語
っ
て
い
る
(『
荀
子
』
宥
坐
篇
に
「
孔

子
、
魯
の
摂
相
と
な
る
。
朝
す
る
こ
と
七
日
に
し
て
少
正
卯
を
誅
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。）。
こ
れ
は
必
ず
斉
や
魯
の
頑
固
な
儒
者
が
、
聖
人
で

あ
る
孔
子
が
官
職
を
失
っ
た
こ
と
に
憤
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
説
を
作
っ
て

孔
子
の
権
威
を
誇
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
ど
う
し
て
軽
々
し
く

そ
の
言
葉
を
信
じ
て
、
考
証
も
そ
こ
そ
こ
に
、
事
実
で
あ
る
と
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
こ
の
こ
と
を
併
せ
記
し
て
、
将
来
の

研
究
を
待
つ
。

【原
文
】

聖
人
之
心
、
未
感
於
物
、
其
体
広
大
而
虚
明
、
絶
無
毫
髪
偏
(「
偏
」

は
も
と
「

」
に
作
る
。『
書
経
大
全
』
巻
一
及
び
『
晦
庵
集
』
巻
六
十

七
に
従
っ
て
改
め
た
。）
倚
。
所
謂
天
下
之
大
本
者
也
。
及
其
感
於
物
也
、

則
喜
怒
哀
樂
之
用
、
各
隨
所
感
而
応
之
、
無
一
不
中
節
者
。
所
謂
天
下
之

達
道
也
。
蓋
自
本
体
而
言
、
如
鏡
之
未
有
所
照
、
則
虚
而
已
矣
。
如
衡
之

未
有
所
加
、
則
平
而
已
矣
。
至
語
其
用
、
則
以
其
至
虚
、
而
好
醜
無
所
遁

其
形
。
以
其
至
平
、
而
軽
重
不
能
違
其
則
。
此
所
以
致
其
中
和
、
而
天
地

位
、
万
物
育
。
雖
以
天
下
之
大
、
而
不
外
乎
吾
心
造
化
之
中
也
。
以
此
而

論
、
則
知
聖
人
之
於
天
下
、
其
所
以
慶
賞
威
刑
之
具
者
、
莫
不
各
有
所
由
。

而
舜
典
所
論
、
敷
奏
以
言
、
明
試
以
功
、
車
服
以
庸
、
与
夫
制
刑
明
辟
之

意
、
皆
可
得
而
言
矣
。

雖
然
、
喜
而
賞
者
陽
也
。
聖
人
之
所
欲
也
。
怒
而
刑
者
陰
也
。
聖
人
之
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所
悪
也
。
是
以
、
聖
人
之
心
、
雖
曰
至
虚
至
平
、
無
所
偏
倚
、
而
於
此
二

者
之
間
、
其
所
以
処
之
、
亦
不
能
無
少
不
同
者
。
故
其
言
又
曰
、
罪
疑
惟

軽
、
功
疑
惟
重
。
此
則
聖
人
之
微
意
。
然
其
行
之
也
、
雖
曰
好
賞
、
而
不

能
賞
無
功
之
士
。
雖
曰
悪
刑
、
而
不
敢
縦
有
罪
之
人
。
而
功
罪
之
実
、
苟

已
曉
然
而
無
疑
、
則
雖
欲
軽
之
重
之
、
而
不
可
得
。
是
又
未
嘗
不
虚
不
平
、

而
大
本
之
立
、
逹
道
之
行
、
固
自
若
也
。
故
其
賞
也
、
必
察
其
言
、
審
其

功
、
而
後
加
以
車
服
之
賜
。

其
刑
也
、
必
曰
象
以
典
刑
者
、
画
象
而
示
民
以
墨
劓
剕
宮
大
辟
五
等
。

肉
刑
之
常
法
也
。
其
曰
流
宥
五
刑
者
、
放
之
於
遠
。
所
以
寛
夫
犯
此
肉
刑

而
情
軽
之
人
也
。
其
曰
鞭
作
官
刑
、
扑
作
教
刑
者
、
官
府
学
校
之
刑
。
所

以
馭
夫
罪
之
小
而
未
麗
乎
五
刑
者
也
。
其
曰
金
作
贖
刑
者
、
使
之
入
金
、

而
免
其
罪
。
所
以
贖
夫
犯
此
鞭
扑
之
刑
而
情
之
又
軽
者
也
。
此
五
者
、
刑

之
法
也
。

其
曰
眚
災
肆
赦
者
、
言
不
幸
而
触
罪
者
、
則
肆
而
赦
之
。
其
曰
怙
終
賊

刑
者
、
言
有
恃
而
不
改
者
、
則
賊
而
刑
之
。
此
二
者
、
法
外
之
意
、
猶
今

律
令
之
名
例
也
。
其
曰
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
者
、
此
則
聖
人
畏
刑
之

心
。
閔
夫
死
者
之
不
可
復
生
、
刑
(『
書
経
大
全
』
巻
一
は
「
刑
」
を

「

(絶
）」
に
作
る
。『
晦
庵
集
』
巻
六
十
七
は
「
刑
」
に
作
る
。）
者

之
不
可
復
続
、
惟
恐
察
之
有
不
審
、
施
之
有
不
当
。
又
雖
已
得
其
情
、
而

猶
必
矜
其
不
教
無
知
而
抵
冒
至
此
也
。

嗚
(も
と
「
烏
」
に
作
る
。『
書
経
大
全
』
巻
一
及
び
『
晦
庵
集
』
巻

六
十
七
に
従
っ
て
改
め
た
。）
呼
、
詳
此
数
言
、
則
聖
人
制
刑
之
意
可
見
、

而
其
於
軽
重
浅
深
出
入
取
舎
之
際
、
亦
已
審
矣
。
雖
其
重
者
、
或
至
於
誅

斬
断
割
、
而
不
少
貸
、
然
本
其
所
以
至
此
、
則
其
所
以
施
於
人
者
、
亦
必

嘗
有
如
是
之
酷
矣
。
是
以
、
聖
人
不
忍
其
被
酷
者
啣

負
痛
、
而
為
是
以

報
之
。
雖
若
甚
惨
、
而
語
其
実
、
則
為
適
得
其
宜
。
雖
以
不
忍
之
心
、
畏

刑
之
甚
、
而
不
得
赦
也
。

惟
其
情
之
軽
者
、
聖
人
於
此
乃
得
以
施
其
不
忍
畏
刑
之
意
、
而
有
以
宥

之
。
然
亦
必
投
之
遠
方
、
以
禦
魑
魅
。
蓋
以
此
等
所
犯
、
非
殺
傷
人
、
則

亦
或
淫
或
盗
。
其
情
雖
軽
、
而
罪
実
重
。
若
使
既
免
於
刑
、
而
又
得
使
還

郷
、
復
為
平
民
、
則
彼
之
被
其
害
者
寡
妻
孤
子
、
将
何
面
目
以
見
之
。
而

此
幸
免
之
人
、
髪
膚
肢
体
、
了
無
所
傷
、
又
将
得
以
遂
其
前
日
之
悪
、
而

不
悔
。
此
所
以
必
曰
流
以
宥
之
、
而
又
有
五
流
有
宅
、
五
宅
三
居
之
文
也
。

若
夫
鞭
扑
之
刑
、
則
雖
刑
之
至
小
、
而
情
之
軽
者
、
亦
必
許
其
入
金
以
贖
、

而
不
忍
輒
以
真
刑
加
之
。
是
亦
仁
矣
。

然
而
流
専
以
宥
肉
刑
、
而
不
下
及
於
鞭
扑
。
贖
専
以
待
鞭
扑
、
而
不
上

及
於
肉
刑
。
則
其
軽
重
之
間
、
又
未
嘗
不
致
詳
也
。
至
於
過
誤
必
赦
、
故

犯
必
誅
之
法
、
則
又
権
衡
乎
五
者
之
内
。
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
之
旨
、
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則
常
通
貫
(「
通
貫
」
を
『
書
経
大
全
』
巻
一
は
「
貫
通
」
に
作
る
。『
晦

庵
集
』
巻
六
十
七
は
「
通
貫
」
に
作
る
。）
乎
七
者
之
中
。
此
聖
人
制
刑

明
辟
之
意
。
所
以
雖
或
至
於
殺
人
、
而
其
反
覆
表
裏
、
至
精
至
密
之
妙
、

一
一
皆
従
広
大
虚
明
心
中
流
出
、
而
非
私
智
之
所
為
也
。

而
或
者
之
論
乃
謂
、
上
古
惟
有
肉
刑
。
舜
之
為
流
為
贖
為
鞭
為
扑
、
乃

不
忍
民
之
斬
戮
、
而
始
為
軽
刑
者
。
則
是
自
堯
以
上
、
雖
犯
鞭
扑
之
刑
者
、

亦
必
使
従
墨
劓
之
坐
、
而
舜
之
心
、
乃
不
忍
於
殺
傷
淫
盗
之
凶
賊
、
而
反

忍
於
見
殺
見
傷
為
所
侵
犯
之
良
民
也
。
聖
人
之
心
、
其
不
如
是
之
残
忍
偏

倚
而
失
其
正
、
亦
已
明
矣
。

又
謂
、
周
之
穆
王
、
五
刑
皆
贖
、
為
能
復
舜
之
旧
者
、
則
固
不
察
乎
舜

之
贖
、
初
不
上
及
五
刑
、
又
不
察
乎
穆
王
之
法
、
亦
必
疑
而
後
贖
也
。
且

以
漢
宣
之
世
、
張
敞
以
討
羌
之
役
、
兵
食
不
継
、
建
為
入
穀
贖
罪
之
法
、

初
亦
未
嘗
及
夫
殺
人
及
盗
之
品
也
。
而
蕭
望
之
等
、
猶
以
為
如
此
則
富
者

得
生
、
貧
者
独
死
。
恐
開
利
路
、
以
傷
治
化
。
曽
謂
三
代
之
隆
、
而
以
是

為
得
哉
。

嗚
呼
、
世
衰
学
絶
、
士
不
聞
道
。
是
以
、
雖
有
粋
美
之
資
、
而
不
免
一

偏
之
弊
。
其
於
聖
人
公
平
正
大
之
心
、
有
所
不
識
、
而
徒
知
切
切
焉
、
飾

其
偏
見
之
私
、
以
為
美
談
。
若
此
多
矣
。
可
勝
辨
哉
。
若
夫
穆
王
之
事
、

以
予
料
之
、
殆
必
由
其
巡
遊
無
度
、
財
匱
民
労
、
至
其
末
年
、
無
以
為
計
、

乃
特
為
此
一
切
権
宜
之
術
、
以
自
豊
、
而
又
托
(『
書
経
大
全
』
巻
一
は

「
托
」
を
「
託
」
に
作
る
。『
晦
庵
集
』
巻
六
十
七
は
「
托
」
に
作
る
。）

於
軽
刑
之
説
、
以
違
道
而
干
誉
耳
。
夫
子
存
之
、
蓋
以
示
戒
。
而
程
子
策

試
、
尚
発
問
焉
。
其
意
亦
可
見
矣
。

或
者
又
謂
、
四
凶
之
罪
、
不
軽
於
少
正
卯
。
舜
乃
不
誅
而
流
之
。
以
為

軽
刑
之
験
。
殊
不
知
、
共
兜
朋
党
、
鯀
功
不
就
、
其
罪
本
不
至
死
。
三
苗

拒
命
、
雖
若
可
誅
、
而
蛮
夷
之
国
、
聖
人
本
以
荒
忽
不
常
待
之
。
雖
有
負

犯
、
不
為
畔
(『
書
経
大
全
』
巻
一
は
「
畔
」
を
「
叛
」
に
作
る
。『
晦
庵

集
』
巻
六
十
七
は
「
畔
」
に
作
る
。）
臣
、
則
姑
竄
之
遠
方
。
亦
正
得
其

宜
耳
。
非
故
為
是
以
軽
之
也
。
若
少
正
卯
之
事
、
則
予
嘗
竊
(「
竊
」
は

も
と
「
切
」
に
作
る
。『
書
経
大
全
』
巻
一
及
び
『
晦
庵
集
』
巻
六
十
七

に
従
っ
て
改
め
た
。）
疑
之
。
蓋
論
語
所
不
載
、
子
思
孟
子
所
不
言
。
雖

以
左
氏
春
秋
内
外
伝
之
誤
且
駁
、
而
猶
不
道
也
。
乃
独
荀
況
言
之
。
是
必

斉
魯
陋
儒
、
憤
聖
人
之
失
職
、
故
為
此
説
、
以
夸
其
権
。
吾
又
安
敢
軽
信

其
言
、
遽
稽
以
為
決
乎
。
聊
并
記
之
、
以
俟
来
者
。
(以
上
、
第
四
丁
裏

第
十
行
か
ら
第
九
丁
表
第
五
行
。）

【訓
読
】

聖
人
の
心
、
未
だ
物
を
感
ぜ
ざ
れ
ば
、
其
の
体
は
広
大
に
し
て
虚
明
、

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
読
『
祥
刑
要
覧
』
の
訳
注
(五
）
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絶
え
て
毫
髪
の
偏
倚
無
し
。
い
わ
ゆ
る
天
下
の
大
本
な
る
者
な
り
。
其
の
、

物
を
感
ず
る
に
及
ぶ
や
、
則
ち
喜
怒
哀
楽
の
用
、
各
々
感
ず
る
と
こ
ろ
に

隨
い
て
之
れ
に
応
ず
。
一
つ
も
節
に
中あ

た
ら
ざ
る
者
無
し
。
い
わ
ゆ
る
天

下
の
達
道
な
り
。
蓋
し
本
体
よ
り
し
て
言
え
ば
、
鏡
の
未
だ
照
ら
す
と
こ

ろ
有
ら
ざ
る
が
如
し
。
則
ち
虚
な
る
の
み
。
衡は

か
りの
未
だ
加
う
る
と
こ
ろ
有

ら
ざ
る
が
如
し
。
則
ち
平
な
る
の
み
。
其
の
用
を
語
る
に
至
り
て
は
、
則

ち
其
の
至
虚
を
以
て
、
好
醜
、
其
の
形
を
遁
が
る
る
と
こ
ろ
無
し
。
其
の

至
平
を
以
て
、
軽
重
、
其
の
則
に
違
う
能
わ
ず
。
此
れ
、
其
の
中
和
を
致

し
て
天
地
、
位
し
、
万
物
の
育
す
る
所
以
な
り
。
天
下
の
大
を
以
て
す
と

雖
も
、
吾
心
の
造
化
の
中
に
外ほ

か

な
ら
ざ
る
な
り
。
此
れ
を
以
て
論
ず
れ
ば
、

則
ち
聖
人
の
、
天
下
に
於
け
る
、
其
の
、
慶
賞
威
刑
す
る
所
以
の
具
は
、

各
々
由
る
と
こ
ろ
有
ら
ざ
る
莫
き
を
知
る
。
而
れ
ば
舜
典
の
論
ず
る
と
こ

ろ
の
、
敷
奏
す
る
に
言
を
以
て
し
、
明
試
す
る
に
功
を
以
て
し
、
車
服
は

庸
を
以
て
す
る
と
、
夫か

の
、
刑
を
制
し
辟
を
明
ら
か
に
す
る
の
意
と
は
皆
、

得
て
言
う
可
し
。

然
り
と
雖
も
、
喜
び
て
賞
す
る
者
は
陽
な
り
。
聖
人
の
欲
す
る
と
こ
ろ

な
り
。
怒
り
て
刑
す
る
者
は
陰
な
り
。
聖
人
の
悪に

く

む
と
こ
ろ
な
り
。
是
を

以
て
聖
人
の
心
は
、
至
虚
至
平
に
し
て
偏
倚
す
る
と
こ
ろ
無
し
と
曰
う
と

雖
も
、
此
の
二
者
の
間
に
於
い
て
、
其
の
、
之
れ
に
処
す
る
所
以
も
亦
た
、

少
し
く
同
じ
か
ら
ざ
る
者
無
き
能
わ
ず
。
故
に
其
の
言
又
た
曰
く
、
罪
の

疑
わ
し
き
は
惟
れ
軽
く
し
、
功
の
疑
わ
し
き
は
惟
れ
重
く
す
、
と
。
此
れ

は
則
ち
聖
人
の
微
意
な
り
。
然
る
に
其
の
、
之
れ
を
行
う
や
、
賞
を
好
む

と
曰
う
と
雖
も
、
無
功
の
士
を
賞
す
る
能
わ
ず
。
刑
を
悪
む
と
曰
う
と
雖

も
、
敢
て
有
罪
の
人
を
縦ゆ

る

さ
ず
。
而
れ
ば
功
罪
の
実
、
苟
く
も
已
に
暁
然

と
し
て
疑
い
無
け
れ
ば
、
則
ち
之
れ
を
軽
く
し
之
れ
を
重
く
せ
ん
と
欲
す

と
雖
も
、
得
可
か
ら
ず
。
是
れ
又
た
未
だ
嘗
て
虚
な
ら
ず
平
な
ら
ざ
る
あ

ら
ず
し
て
、
大
本
の
立
ち
、
達
道
の
行
わ
る
る
こ
と
、
固ま

こ
とに
自
若
な
り
。

故
に
其
の
賞
す
る
や
、
必
ず
其
の
言
を
察
し
、
其
の
功
を
審
ら
か
に
し
て
、

而
る
後
に
加
う
る
に
車
服
の
賜
を
以
て
す
。

其
の
刑
す
る
や
、
必
ず
、
象あ

ら
わす
に
典
刑
を
以
て
す
、
と
曰
う
は
、
象
を

画え
が

い
て
民
に
示
す
に
墨
・
劓
・
剕
・
宮
・
大
辟
の
五
等
を
以
て
す
。
肉
刑

の
常
法
な
り
。
其
の
、
流
も
て
五
刑
を
宥ゆ

る

す
、
と
曰
う
は
、
之
れ
を
遠
き

に
放
つ
。
夫か

の
、
此
の
肉
刑
を
犯
し
て
情
、
軽
き
の
人
を
寛ゆ

る

す
所
以
な
り
。

其
の
、
鞭
も
て
官
刑
を
作な

し
、
扑
も
て
教
刑
を
作
す
、
と
曰
う
は
、
官

府
・
学
校
の
刑
。
夫
の
罪
の
小
に
し
て
未
だ
五
刑
に
麗つ

か
ざ
る
者
を
馭
す

る
所
以
な
り
。
其
の
、
金
も
て
贖
刑
を
作
す
、
と
曰
う
は
、
之
れ
を
し
て

金
を
入
れ
て
其
の
罪
を
免
れ
し
む
。
夫
の
、
此
の
鞭
扑
の
刑
を
犯
し
て
情

の
又
た
軽
き
者
を
贖
う
所
以
な
り
。
此
の
五
者
は
刑
の
法
な
り
。
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其
の
、
眚
災
な
れ
ば
肆
赦
す
、
と
曰
う
は
、
不
幸
に
し
て
罪
に
触
る
る

者
は
則
ち
肆ゆ

る

し
て
之
れ
を
赦ゆ

る

す
を
言
う
。
其
の
、
怙
終
す
れ
ば
賊
刑
す
、

と
曰
う
は
、
恃
む
有
り
て
改
め
ざ
る
者
は
則
ち
賊
し
て
之
れ
を
刑
す
る
を

言
う
。
此
の
二
者
は
法
外
の
意
、
猶
お
今
の
律
令
の
名
例
の
ご
と
き
な
り
。

其
の
、
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、
惟
だ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
哉
、
と
曰
う
は
、

此
れ
則
ち
聖
人
、
刑
を
畏
る
る
の
心
、
夫か

の
死
す
る
者
の
復
た
生
く
可
か

ら
ず
、
刑
せ
ら
る
る
者
の
復
た
続つ

ぐ
可
か
ら
ざ
る
を
閔あ

わ

れ
み
、
惟
だ
之
れ

を
察
す
る
に
審
ら
か
な
ら
ざ
る
有
り
、
之
れ
を
施
す
に
当
た
ら
ざ
る
有
る

を
恐
る
る
の
み
。
又
た
已
に
其
の
情
を
得
と
雖
も
、
猶
お
必
ず
其
の
教
え

ず
知
る
無
く
し
て
抵
冒
し
て
此
に
至
る
を
矜
れ
む
な
り
。

あ
あ
、
此
の
数
言
を
詳
ら
か
に
す
れ
ば
、
則
ち
聖
人
、
刑
を
制
す
る
の

意
、
見
る
可
く
し
て
、
其
の
、
軽
重
浅
深
出
入
取
舎
の
際
に
於
け
る
も
亦

た
已
に
審
ら
か
な
り
。
其
の
重
き
者
、
或
い
は
誅
斬
断
割
に
至
り
て
少
し

も
貸ゆ

る

さ
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
其
の
、
此
に
至
る
所
以
を
本た

ず

ぬ
れ
ば
、
則

ち
其
の
、
人
に
施
す
所
以
の
者
も
亦
た
必
ず
嘗
て
是
く
の
如
き
の
酷
な
る

有
り
。
是
を
以
て
聖
人
は
、
其
の
、
酷
を
被
る
者
の
、
寃
を
啣ふ

く

み
痛
み
を

負
う
に
忍
び
ず
し
て
、
是
れ
を
為
し
以
て
之
れ
に
報む

く

ゆ
。
甚
だ
惨
な
る
が

若ご
と

し
と
雖
も
、
其
の
実
を
語
れ
ば
則
ち
適ま

さ

に
其
の
宜よ

ろ

し
き
を
得
る
と
為
す
。

忍
び
ざ
る
の
心
、
刑
を
畏
る
る
の
甚
し
き
を
以
て
す
と
雖
も
、
赦ゆ

る

す
を
得

ざ
る
な
り
。

惟
だ
其
の
情
の
軽
き
者
は
、
聖
人
、
此
に
於
い
て
乃
ち
以
て
其
の
忍
び

ず
、
刑
を
畏
る
る
の
意
を
施
す
を
得
て
、
以
て
之
れ
を
宥ゆ

る

す
有
り
。
然
れ

ど
も
亦
た
必
ず
之
れ
を
遠
方
に
投
じ
、
以
て
魑
魅
を
禦ふ

せ

が
し
む
。
蓋
し
此

の
等た

ぐ
いの
犯
す
と
こ
ろ
は
、
人
を
殺
傷
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
た
或
い

は
淫
し
或
い
は
盗
し
、
其
の
情
、
軽
し
と
雖
も
、
罪
は
実
に
重
き
を
以
て
、

若
し
既
に
刑
を
免
れ
し
め
て
、
又
た
郷
に
還
り
復
た
平
民
と
為
ら
し
む
る

を
得
れ
ば
、
則
ち
彼か

の
、
其
の
害
を
被
る
者
の
寡
妻
孤
子
は
、
将は

た
何
の

面
目
以
て
之
れ
を
見
ん
や
。
而
し
て
此
の
幸
い
に
免
る
る
の
人
は
、
髪
膚

肢
体
、
了つ

い

に
傷
く
る
と
こ
ろ
無
く
、
又
た
将は

た
以
て
其
の
前
日
の
悪
を
遂

ぐ
る
を
得
て
、
悔
い
ず
。
此
れ
必
ず
、
流
以
て
之
れ
を
宥ゆ

る

す
と
曰
い
て
、

又
た
五
流
、
宅
有
り
、
五
宅
は
三
居
す
る
の
文
有
る
所
以
な
り
。
夫か

の
鞭

扑
の
刑
の
若
き
は
、
則
ち
刑
の
至
小
な
る
と
雖
も
、
情
の
軽
き
者
は
、
亦

た
必
ず
其
の
、
金
を
入
れ
て
以
て
贖
う
を
許
し
て
、
輒た

や
すく
真
刑
を
以
て
之

れ
に
加
う
る
に
忍
び
ず
。
是
れ
も
亦
た
仁
な
り
。

然
う
し
て
流
は
専
ら
以
て
肉
刑
を
宥
し
て
、
下し

も

、
鞭
扑
に
及
ば
ず
。
贖

は
専
ら
以
て
鞭
扑
を
待
ち
て
、
上か

み

、
肉
刑
に
及
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
軽

重
の
間
、
又
た
未
だ
嘗
て
詳
を
致
さ
ざ
る
あ
ら
ざ
る
な
り
。
過
誤
は
必
ず

赦
し
、
故
犯
は
必
ず
誅
す
る
の
法
に
至
り
て
は
、
則
ち
又
た
五
者
の
内
に
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権
衡
し
、
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、
惟
だ
刑
を
之
れ
恤
う
る
の
旨
は
、
則

ち
常
に
七
者
の
中
に
通
貫
す
。
此
れ
聖
人
、
刑
を
制
し
辟
を
明
ら
か
に
す

る
の
意
、
或
い
は
人
を
殺
す
に
至
る
と
雖
も
、
其
の
反
覆
表
裏
、
至
精
至

密
の
妙
、
一
一
皆
、
広
大
虚
明
な
る
心
の
中
よ
り
流
出
し
て
、
私
智
の
為

す
と
こ
ろ
に
非
ざ
る
所
以
な
り
。

而
し
て
或
者
の
論
に
乃
ち
謂
う
、
上
古
は
惟
だ
肉
刑
有
る
の
み
。
舜
の

流
を
為
し
贖
を
為
し
鞭
を
為
し
扑
を
為
す
は
、
乃
ち
民
の
斬
戮
に
忍
び
ず

し
て
始
め
て
軽
刑
を
為
す
。
と
。
則
ち
是
れ
堯
よ
り
以
上
は
、
鞭
扑
の
刑

を
犯
す
者
と
雖
も
、
亦
た
必
ず
墨
劓
の
坐
に
従
わ
し
め
、
而
し
て
舜
の
心

は
乃
ち
殺
傷
淫
盗
の
凶
賊
に
忍
び
ず
し
て
、
反
っ
て
殺
さ
れ
傷
つ
け
ら
れ

侵
犯
す
る
と
こ
ろ
と
為
る
の
良
民
に
忍
ぶ
な
り
。
聖
人
の
心
、
其
れ
是
く

の
如
き
の
残
忍
偏
倚
に
し
て
其
の
正
を
失
わ
ざ
る
こ
と
、
亦
た
已
に
明
ら

か
な
り
。

又
た
、
周
の
穆
王
、
五
刑
を
皆
、
贖
わ
し
む
る
は
、
能
く
舜
の
旧
に
復

す
と
為
す
と
謂
う
は
、
則
ち
固ま

こ
とに
、
舜
の
贖
は
初
め
よ
り
上か

み

、
五
刑
に
及

ば
ざ
る
を
察
せ
ず
、
又
た
、
穆
王
の
法
も
亦
た
必
ず
疑
い
あ
り
て
後
に
贖

う
を
察
せ
ざ
る
な
り
。
且
つ
漢
宣
の
世
を
以
て
す
ら
、
張
敞
、
羌
を
討
つ

の
役
に
て
兵
食
の
継つ

づ

か
ざ
る
を
以
て
、
穀
を
入
れ
て
罪
を
贖
う
の
法
を
建

為
す
る
も
、
初
め
よ
り
亦
た
未
だ
嘗
て
夫か

の
殺
人
及
び
盗
の
品
に
及
ぼ
さ

ざ
る
な
り
。
而
る
に
蕭
望
之
ら
は
猶
お
以
て
、
此
く
の
如
く
な
れ
ば
則
ち

富
む
者
は
生
く
る
を
得
て
、
貧
し
き
者
は
独
り
死
す
。
恐
ら
く
は
利
路
を

開
き
、
以
て
治
化
を
傷や

ぶ

ら
ん
と
為
す
。
曽
て
、
三
代
の
隆
に
し
て
是
れ
を

以
て
得
る
と
為
す
と
謂
わ
ん
や
。

あ
あ
、
世
衰
え
学
絶
え
、
士
は
道
を
聞
か
ず
。
是
を
以
て
、
粋
美
の
資

有
り
と
雖
も
、
一
偏
の
弊
を
免
れ
ず
。
其
れ
聖
人
の
公
平
正
大
の
心
に
於

い
て
は
識
ら
ざ
る
と
こ
ろ
有
り
て
、
徒い

た
ずら
に
、
切
切
と
し
て
其
の
偏
見
の

私
を
飾
り
、
以
て
美
談
と
為
す
を
知
る
の
み
。
此
く
の
若
き
も
の
多
し
。

辨
ず
る
に
勝た

う
可
け
ん
や
。
夫か

の
穆
王
の
事
の
若
き
は
、
予わ

れ

を
以
て
之
れ

を
料
る
に
、
殆
ど
必
ず
其
の
巡
遊
、
度
無
く
、
財
匱と

ぼ

し
く
民
労つ

か

る
る
に
由

り
、
其
の
末
年
、
以
て
計
を
為
す
無
き
に
至
り
、
乃
ち
特
に
此
の
一
切
権

宜
の
術
を
為
し
、
以
て
自
ら
を
豊
か
に
し
て
、
又
た
刑
を
軽
く
す
る
の
説

に
托
し
て
、
以
て
道
に
違
い
て
誉
れ
を
干も

と

む
る
の
み
。
夫
子
、
之
れ
を
存

す
。
蓋
し
以
て
戒
め
を
示
す
の
み
。
而
し
て
程
子
策
試
に
尚
お
発
問
す
。

其
の
意
も
亦
た
見
る
可
し
。

或
者
又
た
謂
う
、
四
凶
の
罪
は
少
正
卯
よ
り
も
軽
か
ら
ず
。
舜
、
乃
ち

誅
せ
ず
し
て
之
れ
を
流
す
。
以
て
刑
を
軽
く
す
る
の
験
と
為
す
。
と
。
殊

に
知
ら
ず
、
共
・
兜
は
朋
党
に
し
て
、
鯀
は
功
、
就な

ら
ず
、
其
の
罪
、
本

よ
り
死
に
至
ら
ざ
る
を
。
三
苗
は
命
を
拒
む
。
誅
す
可
き
が
若
し
と
雖
も
、
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蛮
夷
の
国
は
聖
人
、
本
よ
り
荒
忽
不
常
を
以
て
之
れ
を
待
つ
。
負
犯
有
り

と
雖
も
畔
臣
と
為
さ
ず
。
則
ち
姑
ら
く
之
れ
を
遠
方
に
竄
す
。
亦
た
正
に

其
の
宜
し
き
を
得
る
の
み
。
故
ら
に
是
れ
を
為
し
て
以
て
之
れ
を
軽
く
す

る
に
非
ざ
る
な
り
。
少
正
卯
の
事
の
若
き
は
、
則
ち
予わ

れ

、
嘗つ

ね

に
窃ひ

そ

か
に
之

れ
を
疑
う
。
蓋
し
論
語
の
載
せ
ざ
る
と
こ
ろ
、
子
思
・
孟
子
の
言
わ
ざ
る

と
こ
ろ
。
左
氏
春
秋
の
内
外
伝
の
誤
り
に
し
て
且
つ
駁
な
る
を
以
て
す
と

雖
も
、
猶
お
道い

わ
ざ
る
な
り
。
乃
ち
独
り
荀
況
の
み
之
れ
を
言
う
。
是
れ

必
ず
斉
魯
の
陋
儒
、
聖
人
の
失
職
を
憤
る
。
故
に
此
の
説
を
為
し
、
以
て

其
の
権
を
夸
る
の
み
。
吾
又
た
安
く
ん
ぞ
敢
え
て
軽
が
る
し
く
其
の
言
を

信
じ
て
、
遽に

わ

か
に
稽か

ん
がえ
て
以
て
決
を
為
さ
ん
や
。
聊い

さ
さか
并
せ
て
之
れ
を
記

し
、
以
て
来
者
を
俟
つ
。

第
四
節
「
象
」
に
つ
い
て

岩
村
藩
刊
本
の
第
九
丁
表
第
六
行
か
ら
第
七
行
ま
で
を
、
短
い
け
れ
ど

も
第
四
節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
第
一
節
・
第
二
節
・
第
三
節
と
し
た

抜
書
き
に
連
続
す
る
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。
そ

し
て
、『
書
経
大
全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
、

尚
書
一
、
舜
典
の
文
章
の
写
し
で
あ
る
。

【和
訳
】

質
問
す
る
。
舜
典
に
「
象
以
典
刑
。」
と
あ
る
が
、「
象
」
と
は
ど
う
い

う
意
味
か
。
答
え
る
。
こ
の
文
は
法
定
刑
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
象
」

は
、「
象
魏
に
懸
け
る
。」
の
「
象
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
五
刑
を
科
さ

れ
た
有
り
様
を
画
く
、
と
い
う
意
味
に
取
る
説
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
よ

い
。

【原
文
】

問
。
象
以
典
刑
。
如
何
為
象
。
曰
。
此
言
正
法
。
象
、
如
懸
象
魏
之
象
。

或
謂
画
為
五
刑
之
状
、
亦
可
。
(以
上
、
第
九
丁
表
第
六
行
か
ら
第
七

行
。）

【訓
読
】

問
う
、
象
以
典
刑
と
あ
り
。
如
何
な
る
を
象
と
為
す
、
と
。
曰
く
、
此

れ
正
法
を
言
う
。
象
は
、
象
魏
に
懸
く
る
の
象
の
如
し
。
或
い
は
画
い
て

五
刑
の
状
を
為
す
と
謂
う
も
亦
た
可
な
り
。
と
。

「
象
は
、
象
魏
に
懸
く
る
の
象
の
如
し
。」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
周

礼
』
秋
官
、
大
司
寇
に
「
刑
象
の
法
を
象
魏
に
縣
け
、
万
民
を
し
て
刑
象

呉
訥
撰
・
若
山
拯
訓
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を
観
し
む
。」
と
あ
る
。「
象
魏
」
は
王
城
の
門
で
あ
る
。「
象
魏
」
の

「
魏
」
は
高
い
と
い
う
意
味
。
王
国
の
法
律
を
城
門
の
高
所
に
掲
示
す
る
、

す
な
わ
ち
象あ

ら
わす
の
で
、
王
城
の
門
を
「
象
魏
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

第
五
節

｢欽
恤
」
に
つ
い
て

岩
村
藩
刊
本
の
第
九
丁
表
第
八
行
か
ら
第
十
丁
表
第
七
行
ま
で
を
第
五

節
と
す
る
。
こ
の
部
分
は
、
第
一
節
・
第
二
節
・
第
三
節
・
第
四
節
と
し

た
抜
書
き
に
連
続
す
る
、『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
。

【和
訳
】

あ
る
人
が
「
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。」
の
文
に
つ
い
て
質
問
し
た
。

そ
れ
に
答
え
る
。
多
く
の
人
が
『
尚
書
』
舜
典
の
こ
の
「
恤
」
を
「
寛
恤

(ゆ
る
め
あ
わ
れ
む
）」
の
「
恤
」
で
あ
る
と
読
解
し
て
い
る
。
私
の
考
え

で
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
、
こ
の
「
恤
」
が
「
寛
恤
」
の
意
味
で
あ

る
と
す
る
と
、
殺
さ
れ
た
人
が
犯
人
に
命
を
償
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
。
何
の
落
ち
度
も
な
く
殺
さ
れ
た
と
い
う
の
に
。
お
お
む
ね
こ
の
文

は
、
刑
は
民
の
命
を
左
右
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
行
わ
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
、
と
説
い
て
い
る
。「
肉
刑
を
受
け
た
者
は
体
を
元
通

り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
(『
漢
書
』
刑
法
志
）
と
言
う
の
と
同
じ

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
恤
」
は
「
矜
恤
(つ
つ
し
み
う
れ
う
）」
の

「
恤
」
な
の
で
あ
る
。

【原
文
】

或
問
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。
曰
、
多
有
人
解
書
做
寛
恤
之
恤
。
某

之
意
、
不
然
。
若
做
寛
恤
、
如
被
殺
者
、
不
令
償
命
。
死
者
何
辜
。
大
率

是
説
刑
者
民
之
司
命
、
不
可
不
謹
。
如
断
者
不
可
続
。
乃
矜
恤
之
恤
耳
。

(以
上
、
第
九
丁
表
第
八
行
か
ら
第
九
丁
裏
第
一
行
。）

【訓
読
】

或
ひ
と
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、
惟
だ
刑
を
之
れ
恤う

れ

え
ん
哉
を
問
う
。

曰
く
、
多
く
、
人
、
書
を
解
し
て
寛
恤
の
恤
と
做な

す
有
り
。
某
の
意
は
然

ら
ず
。
若
し
寛
恤
と
做
さ
ば
、
殺
さ
る
る
者
、
命
を
償
わ
し
め
ざ
る
が
如

し
。
死
す
る
者
、
何
の
辜
あ
ら
ん
や
。
大
率
、
是
れ
、
刑
は
民
の
司
命
な

れ
ば
謹
ま
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
を
説
く
。
断
た
る
る
者
は
続つ

ぐ
可
か
ら
ざ
る

が
如
し
。
乃
ち
矜
恤
の
恤
な
る
の
み
。

右
の
段
の
文
章
は
『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
が
、

『
書
経
大
全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、『
朱
子
語
類
』
巻
七
十
八
、
尚
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書
一
、
舜
典
の
文
章
の
引
き
写
し
で
あ
る
。

【和
訳
】

今
の
裁
判
官
(原
文
。
法
家
。）
は
、
禍
福
応
報
の
説
に
惑
わ
さ
れ
て

い
る
者
が
多
く
、
そ
の
せ
い
で
被
告
人
の
刑
を
減
免
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

福
報
を
求
め
る
こ
と
が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
罪
の
な
い
人
に
正
し
い
判
決

を
受
け
さ
せ
な
い
で
、
罪
が
あ
る
者
に
か
え
っ
て
刑
を
減
免
す
る
判
決
を

獲
得
さ
せ
る
。
こ
れ
は
悪
い
行
い
で
あ
る
。
何
の
福
報
が
あ
ろ
う
か
。

『
尚
書
』
に
「
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、
惟
だ
刑
を
之
れ
恤
え
ん
哉
。」

と
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
欽
恤
」
と
は
、
ま
さ
し
く
曲
直
を
明
ら
か

に
し
て
、
罪
が
あ
る
者
が
幸
運
に
も
刑
を
免
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し

て
、
罪
の
な
い
人
が
不
当
な
刑
を
科
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

今
の
裁
判
官
(原
文
。
法
官
。）
は
、「
欽
恤
」
の
意
味
を
誤
解
し
て
、
被

告
人
の
罪
を
ゆ
る
し
て
、
そ
の
刑
を
減
免
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
っ
て
い

る
。
故
に
、
ど
の
よ
う
な
罪
で
あ
れ
、
死
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
者
の

た
め
に
、
死
刑
を
免
れ
さ
せ
る
方
法
を
考
え
て
、
奏
裁
(皇
帝
の
判
断
を

仰
ぐ
こ
と
）
に
委
ね
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
奏
裁
に
委
ね
ら
れ
た
か

ら
に
は
、
(皇
帝
陛
下
は
寛
大
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
）
お
お
む
ね
刑
が

減
等
さ
れ
る
。
斬
刑
に
当
た
る
者
は
配
軍
(顔
面
に
入
れ
墨
を
し
て
軍
隊

に
配
属
す
る
処
分
）
と
さ
れ
、
配
軍
に
当
た
る
者
は
徒
刑
と
さ
れ
、
徒
刑

に
当
た
る
者
は
杖
刑
と
さ
れ
、
杖
刑
に
当
た
る
者
は
笞
刑
と
さ
れ
る
。
こ

れ
こ
そ
は
、
法
律
を
も
て
あ
そ
び
、
自
分
勝
手
な
法
律
解
釈
を
し
て
(原

文
。
侮
法
。「
舞
法
」
と
同
じ
。）、
賄
賂
を
受
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
の
ど
こ
が
「
欽
恤
」
で
あ
る
の
か
。
現
行
の
法
律
に
は
「
法
律
に
依

拠
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
奏
裁
に
委
ね
る
。」
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現
状
で
は
、
裁
判
官
が
明
ら
か
に
被
告
人
の
罪

が
死
刑
に
当
た
る
と
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
被
告
人
を
生

か
す
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
考
え
て
、
本
来
死
刑
に
処
す
る
べ
き
者
を
生

か
す
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
孝
宗
皇
帝
だ
け
は
そ
の
手
に
乗

ら
な
か
っ
た
。
奏
裁
を
仰
が
れ
て
も
、
情
状
が
重
い
者
は
皆
、
死
刑
に
処

し
た
。

【原
文
】

今
之
法
家
、
多
惑
於
報
応
禍
福
之
説
。
故
多
出
人
罪
、
以
求
福
報
。
夫

使
無
罪
者
不
得
直
、
而
有
罪
者
反
得
釈
。
是
乃
所
以
為
悪
耳
。
何
福
報
之

有
。
書
曰
、
欽
哉
欽
哉
、
惟
刑
之
恤
哉
。
所
謂
欽
恤
云
者
、
正
以
詳
審
曲

直
、
令
有
罪
者
不
得
幸
免
、
而
無
罪
者
不
得
濫
刑
也
。
今
之
法
官
、
惑
於

欽
恤
之
説
、
以
為
当
寛
人
之
罪
而
出
其
法
。
故
凡
罪
之
当
殺
者
、
莫
不
多
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為
可
出
之
塗
、
以
俟
奏
裁
。
既
云
奏
裁
、
則
大
率
減
等
、
当
斬
者
配
、
当

配
者
徒
、
当
徒
者
杖
、
当
杖
者
笞
。
是
乃
売
弄
条
貫
、
侮
法
而
受
賕
者
耳
。

何
欽
恤
之
有
。
今
之
律
令
謂
、
法
不
能
決
者
、
則
俟
奏
裁
。
今
乃
(「
乃
」

を
『
書
経
大
全
』
巻
一
は
「
独
」
に
作
る
。『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
は

「
乃
」
に
作
る
。）
明
知
其
罪
之
当
死
、
亦
莫
不
為
可
生
之
塗
以
生
之
。

惟
寿
皇
不
然
。
其
情
理
重
者
、
皆
殺
之
。
(以
上
、
第
九
丁
裏
第
二
行
か

ら
第
十
丁
表
第
三
行
。）

【訓
読
】

今
の
法
家
、
多
く
報
応
禍
福
の
説
に
惑
う
。
故
に
多
く
人
の
罪
を
出
だ

し
、
以
て
福
報
を
求
む
。
夫
れ
罪
無
き
者
に
直
を
得
ざ
ら
し
め
て
、
罪
有

る
者
に
反
っ
て
釈
か
る
る
を
得
し
む
。
是
れ
乃
ち
悪
と
為
す
所
以
な
る
の

み
。
何
の
福
報
こ
れ
有
ら
ん
や
。
書
に
曰
う
、
欽
ま
ん
哉
、
欽
ま
ん
哉
、

惟
だ
刑
を
之
れ
恤
え
ん
哉
、
と
。
い
わ
ゆ
る
欽
恤
と
い
う
者
は
、
正
に
以

て
曲
直
を
詳
審
し
、
罪
有
る
者
に
幸
い
に
免
る
る
を
得
ざ
ら
し
め
て
、
罪

無
き
者
に
濫
刑
を
得
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
今
の
法
官
、
欽
恤
の
説
に
惑
い
、

以
て
当
に
人
の
罪
を
寛
く
し
て
其
の
法
を
出
だ
す
べ
し
と
為
す
。
故
に
凡

そ
罪
の
当
に
殺
す
べ
き
者
は
、
多
く
出
だ
す
可
き
の
塗
を
為
し
、
以
て
奏

裁
を
俟
た
ざ
る
莫
し
。
既
に
奏
裁
と
云
う
。
則
ち
大
率
、
等
を
減
じ
、
斬

に
当
た
る
者
は
配
し
、
配
に
当
た
る
者
は
徒
し
、
徒
に
当
た
る
者
は
杖
し
、

杖
に
当
た
る
者
は
笞
す
。
是
れ
乃
ち
条
貫
を
売
弄
し
、
法
を
侮
し
て
賕
を

受
く
る
者
な
る
の
み
。
何
ぞ
欽
恤
こ
れ
有
ら
ん
。
今
の
律
令
、
法
の
決
す

る
能
わ
ざ
る
者
は
則
ち
奏
裁
を
俟
つ
、
と
謂
う
。
今
乃
ち
明
ら
か
に
其
の

罪
の
死
に
当
た
る
を
知
る
も
、
亦
た
生
か
す
可
き
の
塗
を
為
し
、
以
て
之

れ
を
生
か
さ
ざ
る
莫
し
。
惟
だ
寿
皇
の
み
は
然
ら
ず
。
其
の
情
理
、
重
き

者
は
皆
、
之
れ
を
殺
す
。

右
の
段
の
文
章
は
『
書
経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
抜
書
き
で
あ
る
が
、

『
書
経
大
全
』
の
そ
の
部
分
の
文
章
は
、『
朱
子
語
類
』
巻
一
一
〇
、
朱

子
、
論
刑
の
文
章
の
写
し
で
あ
る
。
た
だ
し
多
少
、
字
句
の
異
同
が
あ
る
。

「
今
の
律
令
、
法
の
決
す
る
能
わ
ざ
る
者
は
則
ち
奏
裁
を
俟
つ
、
と
謂

う
。」
と
あ
る
。
宋
朝
で
は
、
裁
判
官
が
被
告
人
の
罪
は
死
刑
に
当
た
る

と
考
え
な
が
ら
も
、
法
律
か
ら
見
て
疑
い
が
あ
る
と
き
は
(「
刑
名
疑

慮
」）、
奏
裁
を
仰
ぐ
定
め
に
な
っ
て
い
た
(川
村
康
「
宋
代
死
刑
奏
裁

考
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
百
二
十
四
冊
掲
載
、
平
成
六
年
）。

「
惟
だ
寿
皇
の
み
は
然
ら
ず
。
其
の
情
理
、
重
き
者
は
皆
、
之
れ
を
殺

す
。」
と
あ
る
。「
寿
皇
」
は
、
南
宋
の
孝
宗
(在
位
一
一
六
二
～
一
一
八

九
）
を
指
す
。
孝
宗
が
退
位
し
た
時
に
上
ら
れ
た
尊
号
で
あ
る
。『
宋
史
』
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巻
三
十
五
、
孝
宗
本
紀
、
淳
熙
十
六
年
(一
一
八
九
）
二
月
条
に
、「
壬

戌
、
詔
を
下
し
て
位
を
皇
太
子
に
伝
う
。
(中
略
）
辛
未
、
尊
号
を
上

た
て
ま
つり

て
至
尊
寿
皇
聖
帝
と
曰
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇

七
、
朱
子
、
孝
宗
朝
に
拠
れ
ば
、
江
西
提
点
刑
獄
に
任
じ
ら
れ
た
朱
子
が

孝
宗
に
面
会
し
て
口
頭
で
、
悪
逆
(名
例
律
の
「
十
悪
」
の
一
つ
）
の
罪

を
犯
し
た
者
が
近
ご
ろ
奏
裁
で
死
刑
を
免
れ
る
こ
と
が
多
い
、
と
い
う
意

見
を
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
孝
宗
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
命
を
ひ
た
す

ら
助
け
る
の
は
教
化
を
傷
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
答
え
た
(原
文
。
口
奏

第
一
劄
意
言
、
犯
悪
逆
者
、
近
来
多
奏
裁
減
死
。
上
曰
、
似
如
此
人
、
只

貸
命
、
有
傷
風
教
。）、
と
い
う
。
朱
子
が
江
西
提
点
刑
獄
に
任
じ
ら
れ
た

の
は
淳
熙
十
五
年
(一
一
八
八
）
で
あ
る
(『
宋
史
』
巻
三
十
五
）。

【和
訳
】

陳
雅
言
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
裁
判
を
行
う
に
当
た
っ
て

「
欽
」
即
ち
慎
重
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
怠
慢
な
審
理
に
流
れ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。「
恤
」
即
ち
あ
わ
れ
み
の
心
を
持
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
残

酷
な
判
決
に
走
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
欽つ

つ
しま
な
い
こ
と
と
恤あ

わ

れ
ま
な
い

こ
と
と
の
二
者
が
、
刑
罰
が
公
平
さ
を
得
ら
れ
な
い
原
因
で
あ
る
。
故
に

裁
判
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
ず
欽
み
の
心
を
主
と
し
て
、
恤
れ
み
の

心
を
加
え
る
。
こ
れ
が
『
書
経
集
伝
』
に
「
欽
恤
の
心
が
裁
判
の
過
程
で

始
め
か
ら
働
い
て
い
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。」

【原
文
】

陳
氏
雅
言
曰
、
不
欽
、
則
或
失
之
於
怠
慢
、
不
恤
、
則
或
失
之
於
(も

と
「
於
」
字
な
し
。『
書
経
大
全
』
巻
一
に
従
っ
て
補
っ
た
。）
惨
刻
。
二

者
、
刑
之
所
由
不
得
其
平
也
。
故
必
主
之
以
欽
、
而
加
之
以
恤
。
此
伝
所

謂
欽
恤
之
心
、
未
始
不
行
乎
其
間
者
也
。
(以
上
、
第
十
丁
表
第
四
行
か

ら
第
七
行
。）

【訓
読
】

陳
氏
雅
言
曰
く
、
欽つ

つ
しま
ざ
れ
ば
則
ち
或
い
は
之
れ
を
怠
慢
に
失
し
、
恤あ

わ

れ
ま
ざ
れ
ば
則
ち
或
い
は
之
れ
を
惨
刻
に
失
す
。
二
者
は
刑
の
由
り
て
其

の
平
を
得
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
故
に
必
ず
之
れ
を
主
と
す
る
に
欽
を
以
て

し
、
之
れ
に
加
う
る
に
恤
を
以
て
す
。
此
れ
伝
に
い
わ
ゆ
る
欽
恤
の
心
、

未
だ
始
め
よ
り
其
の
間
に
行
わ
れ
ざ
る
あ
ら
ず
、
と
い
う
者
な
り
。
と
。

陳
雅
言
(一
三
一
八
～
一
三
八
五
）
は
江
西
省
広
信
府
永
豊
県
の
人
。

『
献
徴
録
』
巻
八
十
七
所
収
、
胡
広
撰
「
陳
雅
言
先
生
墓
志
銘
」
に
、
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「
先
生
、
姓
は
陳
氏
、
字
は
雅
言
。
字
を
以
て
行
わ
る
。」
と
あ
る
。
名

は
不
明
で
あ
る
。
明
初
、
永
豊
県
学
の
教
官
に
任
じ
ら
れ
た
。『
明
文
衡
』

巻
九
十
三
所
収
、
鄒
緝
撰
「
陳
雅
言
先
生
墓
表
」
に
、「
著
わ
す
と
こ
ろ
、

(中
略
）『
書
経
卓
躍
』
有
り
。
今
、
世
に
行
わ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

右
の
「
陳
氏
雅
言
曰
」
に
続
く
文
章
は
、
こ
の
『
書
経
卓
躍
』
の
文
章
で

あ
ろ
う
。『
書
経
卓
躍
』
は
、『
四
庫
全
書
総
目
』
巻
十
三
、
経
部
、
書
類

存
目
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
書
義
卓
躍
六
巻
」
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
が
、

『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
各
種
の

叢
書
に
も
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
未
見
で
あ
る
。

「
欽
」
を
慎
重
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
受
け
取
り
、「
恤
」
を
あ
わ
れ

む
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
陳
雅
言
の
説
は
、「
欽
」
も
「
恤
」
も
慎
重

で
あ
る
と
い
う
意
味
に
受
け
取
る
朱
子
の
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

岩
村
藩
刊
『
祥
刑
要
覧
』
の
本
文
の
は
じ
ま
り
か
ら
こ
こ
ま
で
が
『
書

経
大
全
』
巻
一
か
ら
の
連
続
す
る
抜
書
き
で
あ
る
。
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